
２　施設の役割

３　施設の概要

４　施設における実施事業

５　管理運営コストの状況
　　施設の管理運営に係る収支　※施設の管理運営に係る県の歳入・歳出を記載 （千円）

５年度（決算額） ４年度（決算額） ３年度（決算額） ２年度（決算額） 元年度（決算額） H30年度（決算額） H29年度（決算額）

1,180,090 1,183,887 1,304,436 1,242,167 473,538 451,647 460,571

関係自治体からの負担金他 1,180,090 1,183,887 1,304,436 1,242,167 473,538 451,647 460,571

うち営業収益 510,065 497,914 498,299 473,273 0 0 0

うち営業外収益 669,988 685,973 802,792 768,894 0 0 0

うち特別利益 37 0 3,345 0 0 0 0

1,172,865 1,153,204 1,252,928 1,229,466 439,105 431,544 434,912

職員 47,469 45,284 45,094 43,225 37,204 34,568 34,802

消耗品費 330 319 309 514 542 703 668

修繕費 29,462 21,253 51,580 40,236 47,578 33,381 36,610

委託費 450,220 419,487 368,182 381,126 353,203 360,874 360,649

主な施設（床面積、階数等) 　桐生水質浄化センター及びポンプ場（7,690平方メートル）

建設費 　25,899百万円（令和４年度まで）

　下水処理
　現有施設水処理能力　36,900立方メートル/日最大
　（令和５年度末時点処理人口　59,791人）

区　　分

歳　入（①）　

歳　出（②）　

敷地面積（所有者） 　桐生水質浄化センター及びポンプ場　4.4ヘクタール（群馬県）

県直営による公の施設の管理運営状況

施設の名称 桐生水質浄化センター

所在地 桐生市広沢町7丁目5005番地

所管部局・課 県土整備部　下水環境課

１　施設の設置根拠（法律、条例等）

　下水道法第25条の2、群馬県流域下水道条例

(1) 設置目的
　　〔下水の適正な処理による公共用水域の水質保全〕
　　桐生市の下水処理場として昭和60年に供用開始した後、広域的な活用の観点から隣接町村の下水受入れについて
　関係市町の同意を得、平成7年度に流域下水道として県移管された。現在、桐生市及びみどり市（旧４市町村）の下水
　処理を広域的に行う施設として供用されている。

(2) 設置当初の状況
　　昭和56年度に桐生市の公共下水道として事業着手され、昭和60年度に供用開始された。
　　平成２年度に関係市町村から県あてに流域化の陳情がなされ、下水道法及び都市計画法の事業認可を経て平成７
　年度に県に移管された。
　　維持管理費の負担に関する覚書を県及び関係市町村間で締結した。
　　下水道をとりまく問題について審議するため、県知事及び関係市長による連絡協議会を設置した。

(3) 施設を取り巻く現状
　　地方自治体の厳しい財政状況において下水道事業のコスト縮減を図るため、下水道の維持修繕等について包括的な
　民間委託を推進する旨の閣議決定がなされた（平成15年）。
　　県においては、行政システム大綱「公社・事業団改革」による下水道公社の廃止が決定され、それに合わせて平成20年
　度から流域下水道の維持管理に包括的民間委託を導入した。
　　桐生水質浄化センターは、全体計画のうち3/5.5の施設が供用開始されている。今後の流入量増加の見込みに基づき、
　施設の増設検討を進めていく。

設置年月日 　昭和60年4月　供用開始、平成7年4月　県移管（流域化）



手数料 1,473 2,412 2,385 2,109 578 2,018 2,183

工事請負費 0 0 0 0 0 0 0

その他 643,911 664,449 785,378 762,256 0 0 0

7,225 30,683 51,508 12,701 34,433 20,103 25,659

６　職員の状況（各年度４月１日現在） （人）

５年度 ４年度 ３年度 ２年度 元年度 H30年度 H29年度

4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 4

７　施設利用の状況
　　年度別の処理量

５年度 ４年度 ３年度 ２年度 元年度 H30年度 H29年度

6,473,889 6,447,476 6,626,910 6,551,165 6,691,767 6,228,639 6,462,866

８　必要性及び管理運営方法についての方向性
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内　　　　　容

・ 公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全という下水道法の目的や、広域的に効率的な汚水処理を行う観点から、
　流域下水道の施設の設置及びその運営が必要である。
・ 下水道法第２５条の２２の規定により、流域下水道の設置、維持その他の管理は都道府県が行うと規定されている。

・ 下水道公社解散にともない、平成20年度より包括的民間委託を導入している。
・ 下水処理場等の維持管理における包括的民間委託とは、下水処理サービスの質を確保しつつ民間の創意工夫を
活
　かした効率的な維持管理を行うための方式であり、①性能発注方式であること（当県では、入札業者の技術力と
　価格を総合的に判断する、「条件付一般競争入札の総合評価落札方式」により委託業者を選定。）に加え、②複数
　年契約であること（本県では3カ年契約）を基本的な要素とする。
・ 包括的民間委託の導入により、管理運営コストの削減にも寄与している。

・ コスト削減の一環として平成20年度から包括的民間委託を導入し、運転管理の大部分を包括的民間委託しており、
　この導入により、一定の業務コストを削減可能としている。
・ 契約期間終了後に実施する、学識経験者等により構成する群馬県流域下水道維持管理包括委託評価委員会から
　も、人件費などは確実に減少しており、良好な水質が保たれているなど、包括委託を継続すべきとの評価を受けてい
　る。
・ 設備等の点検や修繕についても、効率的・効果的に行えるようストックマネジメント計画を定め、ライフサイクルコスト
　を縮減している。
・人口減少による料金収入の減少等から、経営環境の厳しさが増す懸念があることから、経営基盤の強化と財政マネ
　ジメントの向上を図り、安定的に住民サービスを提供し続けるため、令和２年度より流域下水道事業に公営企業会計
　を適用している。
・業務の効率化や迅速な危機管理対応を目的として、各水質浄化センターの流入量など主要なデータをスマートフォン
　やタブレットで遠隔監視できるシステムの設置工事に着手するなどDX技術を活用する予定である。

区　　分

下水処理量（立方メートル/年）

合　　計

常勤職員

非常勤職員

歳入・歳出の差額（①－②）

歳入・歳出の主な増減理
由

・令和2年度以降、地方公営企業法の一部を財務適用したため。
・令和5年度は、電気料高騰による委託料の増加のため。
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・下水道は、生活に密着して２４時間安全確実に処理を継続することが最重点課題である。稼働をストップできないライ
　フラインであるため、令和元年度の東日本台風のような豪雨や大規模地震等の非常時における危機管理が重要な
　ポイントである。
・また、処理施設や流域幹線網の管理・整備現場における安全管理の徹底等、水質事故や安全対策にも、迅速な対
　応が求められる。
・現行の耐震基準を一部満たさない施設のほか、標準耐用年数を超えた設備の老朽化も進行しているため、ストック
　マネジメント計画に基づき、計画的に耐震化及び改築更新を行う必要がある。
・処理施設は、下水を安全な水に浄化させる大きなプラントであり、上記のような課題に対応するためには、土木、
　建築、電気、機械、水質などの各専門分野の高度な技術、経験が必要である。


